
○他の教員との相談や打合せをする時間が生まれた。【教員】
○採点・評価など、事務的な業務をする時間が生まれた。【教員】
○教員にも生徒にも、限られた時間の中で活動内容を工夫しようとする意識が生まれた。【教員・生徒】
○ゆっくりご飯を食べたり、早く寝たりすることができるようになった。【生徒】
○土日以外に自分の時間を持つことができ、リフレッシュできている。【生徒】
○その日に返されたテストをもう一度解く等、自主学習の時間に充てることができる。【生徒】
○家族との時間（会話・お手伝い等）が増えたことがよかった。【生徒】

岐阜県下呂市内の中学校では、校時表を見直し、生徒の下校時刻（部活動終了時刻）を４時３０分に設定しています。
それにより、教員の「事務的な業務に専念する時間」が確保され、長時間勤務の抑制に繋がっています。

「校時表の見直し｣ （岐阜県 下呂市）
とくしまの学校における働き方改革通信

  ～うぇるびーいんぐ～ Vol.29 取組の柱《１》 タイムマネジメントの徹底 ★県外の先進事例

現在、部活動を行っている
ほとんどの中学校・高等学
校において、教員の勤務
時間終了時刻よりも後ろ
に、部活動後の下校時刻
が設定されており、このよ
うな「時間設定」を見直す
ことが急務です。

きっかけはコロナ禍。休校期間内で失われた授業時数を、校時表を工夫することによって取り戻すことができたという経験を生か
し、「校時表の見直し」を働き方改革に繋げようとする取組が始まりました。

休日部活動の地域移行も完了しているため、市内の中学校教員の令和６年度４月から
６月の月平均時間外在校等時間は、国の定める上限指針の範囲内に減少！

・休み時間や清掃活動の頻度などを見直し！
・部活動のない曜日を７時間授業にし、

部活動を行う曜日を５時間授業に！

【(例)下呂市 下呂中学校】
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